
一時保育について 
 

一時保育とは 

保護者が就労、通院、研修などで週 1～3 日だけの保育が必要な場合、  

あるいは、病気や出産で入院する等、家庭での保育が一時的に困難と  

なった場合、就学前のお子さんが一時的に保育を受けられる制度です。 

利用できる要件 

Ａ型（非定型） 

  保護者の労働、通学、職業訓練、通院、看護、生涯学習等により、 

  週平均 3 日を限度として断続的に家庭での保育が困難となる児童。 

Ｂ型（緊急一時） 

  保護者の傷病、災害、事故、出産、死亡等により、一時的に家庭での 

  保育が困難となる児童。 

Ｃ型（子育て応援） 

  保護者の育児疲れ解消などの私的な理由やその他の事由により、 

  一時的に家庭での保育が困難となる児童。  

保育時間 

① ８時３０分から１７時００分までの時間内で、４～８時間の利用。 

② ８時３０分から１７時００分までの時間内で、４時間未満の利用。 

※ 事情により時間を延長しなければならない場合は、ご相談ください。 

休  日 

 日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

その他、保育園として必要な日 

定  員 

 １日５名程度 

保育体制 

 [担当職員] 常勤保育士１名  非常勤保育士１名   計２名 

  



 

保育料 

 ○ 一時保育料（満 1 歳～就学前） 

居 住 地 4～8 時間 4 時間未満 超過保育 

多摩市の方 2,000 円 1,000 円 30 分 300 円 

多摩市以外の方 4,500 円 2,300 円 30 分 300 円 

※ 本表の超過保育料は、保育時間内で超過をした場合に発生します 

給食費 

 昼食１回につき、300 円  ◆  おやつ１回につき、１００円 

保育材料費・日用品費 

 入園時 1,000 円  ◆  翌月から 月々300 円 

※ 保育材料費は、一日も利用がない月には発生いたしません。 

時間外超過保育料金 

  やむをえない事情により、一時保育時間外の保育が必要になった場合は、

ご相談ください。 ◆  15 分につき 300 円 

キャンセル料 

  保育の予約をキャンセルする場合は、理由の如何によらずキャンセル料

として、1 回につき 300 円をいただきます。保育の必要がなくなった

場合は、すみやかにお申し出ください。 

支払方法 

  利用料（保育料・給食費・教材費等）は、１ヶ月分をまとめて請求いた

します。翌月２０日に、ゆうちょ銀行の口座より自動引き落としとなり

ますので、前日までにご入金ください。 

  ※ 自動引き落としの申し込みは、所定の用紙にご記入の上、お近くの

ゆうちょ銀行で直接お手続きください。 

※ 引き落とし手数料として１０円をご負担いただきます。 

  



 

申込み方法 

直接、保育園にお申し込みください。 

  ○ 利用契約 

 緊急の場合をのぞき、利用開始をしたい日の２日前までに  

お申し込みください。 

 利用期間は、その年度の３月３１日までです。翌年度も継続  

して利用を希望する場合は、再度申し込みが必要です。 

  ○ 保育の申し込み 

 保育の予約は、利用したい日の２ヶ月前から可能です。 

 来園、もしくは電話でお受けいたします。 

 予約者が定員を超えている場合は、お受けできないことがあり 

ますのでご了承ください。 

服 装 

 服装は自由ですが、お子さんの成長に合わせ、動きやすい服装、汚れても

差し支えないものをご用意ください。 

持ち物 

 着替え（２～３組程度） ◆ バスタオル[昼寝用]（２枚） 

 帽子 ◆ おむつ ◆ ビニール袋(２枚) ◆ おてふきタオル 

 食事用エプロン（1～2 歳児） ◆ おしりふき 

※ 持ち物には全て記名をお願いします。 

一日の流れ 

  ８：３０ 登園 

       室内あそび（わらべうた、積木あそび、世話あそび） 

  ９：３０ 戸外あそび（散歩、園庭あそび、おむつ交換、着替え） 

 １１：００ 食事 

 １２：００ 睡眠（おむつ交換、着替え） 

 １４：３０ 軽食（乳児食、おやつ） 

 １５：００ 戸外あそび（散歩、園庭あそび） 

 １６：００ 室内あそび（わたべうた、世話あそび、おむつ交換） 

 １７：００ 降園 
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りすのき保育園 

一時保育のしおり 
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